
イベントなどへの参加の際は手洗いやマスク着用などにご協力ください

 　

税

6月8日㈬に市・府民税の納税通知書を送付します
問合先　税務課　　

　納期限までに金融機関（銀行・農協・郵便局など）、
コンビニ、スマートフォンアプリ、市役所などで納付し
てください。（年税額の一括納付もできます）
　口座振替を利用している場合は、指定口座の残額確
認をお願いします。（領収書は送付しませんので、通
帳を記帳し確認してください）
【納期限内に納めましょう】
　納期限までに納税しない場合は、本来納めるべき税
額のほかに延滞金をあわせて納めていただくことにな
ります。必ず期限内に納めてください。
【納め忘れのない口座振替をご利用ください】
　新たに口座振替を希望する人は、通知書に同封の申
込書を利用してください。（期別納付2期分から利用で
きます。期限までに申し込んでください）
◆市・府民税の納め方
【普通徴収】
　事業所得者や会社を
退職した人などが金融
機関などで納税する方
法です。納税通知書に
より、6・8・10・12月（4
回）に分けて納めます。
【給与からの特別徴収】
　給与支払者（勤
務先）が給与支払
時に引き落とした
税金を、給与所得
者にかわり市に納
入する納税方法で
す。6月～翌年5
月の12ヵ月で徴収します。
【公的年金からの特別徴収（引き落とし）】
　年金支払者（日本年金機構など）が年金から引き落
として市へ納入します。
対象　今年4月1日現在、65歳以上で老齢基礎年金など
の受給者

※老齢基礎年金額が18万円未満の人や特別徴収税額が
老齢基礎年金額を超える人は対象外
■特別徴収される税額
　公的年金に係る所得に対する市・府民税の所得割額
および均等割額
※給与所得・事業所得などに係る市・府民税は、引き
落とし対象外
■特別徴収の方法
●今年度（新たに対象となった年度）…年税額の4分の1
ずつを6・8月に納付書で納付し、残りの年税額の3分の1
ずつを10・12月、翌年2月の年金から引き落とします。
●2年目以降…前年度の年税額の6分の1ずつを、4・6・
8月の年金から引き落とし（仮徴収）します。本年度の年
税額から仮徴収した税額を差し引いた残りの3分の1ずつ
を10・12月、翌年2月の年金から引き落とします。
■特別徴収が中止となる場合
　特別徴収開始後に、市外へ転出、税額の変更、年金
の支給停止などが発生した場合は、特別徴収が中止と
なり、未納分は納付書での納付となります。
※市外への転出、税額の変更が発生した場合でも一定の
要件のもと、特別徴収が継続されます。
【減免制度】
　解雇による失業のため所得が皆無になるなどで、市・
府民税の納付が困難な人は、所得状況などにより税が
減額されることがあります。納期限〔今年度1期分か
らの場合は6月30日㈭〕までに申請してください。
※自己都合や雇用期間満了による退職は対象外
■個人の市・府民税課税証明書の発行
　市役所税務課窓口またはコンビニで6月1日㈬より発行
可能となります。詳しくは、税務課へ問い合わせてくだ
さい。
※5月31日㈫はメンテナンスのため、終日コンビニでの
課税証明書の発行ができません。6月以降の休止日は、
市ホームページでご確認ください。

1.市や税務署へ申告書を提出　2.税額の計算　
3.税額の通知　4.納税（6・8・10・12月）

1.給与支払報告書の提出　2.税額の計算　3.税額の通知　
4.給与支払の際に税額を徴収（毎月）　5.納税（毎月）

　詳しくは、市・府民税の納税通知書に同封の「市・府民
税のしおり」または税務課のホームページをご覧ください。

税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

問
合
先　

泉
佐
野
税
務
署

（
☎
４
６
２・３
４
７
１
）

■
令
和
５
年
10
月
１
日
か
ら
イ
ン
ボ

イ
ス
制
度
が
開
始
さ
れ
ま
す
！

　

令
和
５
年
10
月
１
日
か
ら
登
録
を

受
け
る
た
め
に
は
、
原
則
、
令
和
５

年
３
月
31
日
ま
で
に
登
録
申
請
を
行

う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

e-Tax

に
よ
る
早
期
の
登
録
申
請

を
お
願
い
し
ま
す
。

※
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
説
明
会
や
動

画
は
、
左
記
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら
ご
覧

い
た
だ
け
ま
す
。

■
国
税
に
関
す
る
一
般
的
な
相
談
は

電
話
相
談
セ
ン
タ
ー
へ

　

電
話
相
談
セ
ン
タ
ー
で
は
、
税
務

に
精
通
し
た
国
税
局
の
職
員
が
お
答

え
し
ま
す
。
最
寄
り
の
税
務
署
へ
電

話
を
か
け
、
音
声
案
内
に
従
い
１
番

を
選
択
し
、
相
談
内
容
を
選
択
し
て

く
だ
さ
い
。
ま
た
、
国
税
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
は
、
よ
く
あ
る
国
税
の

質
問
に
対
す
る
一
般
的
な
回
答
を
、

タ
ッ
ク
ス
ア
ン
サ
ー
に
掲
載
し
て
い

ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
来
署
で
の
相
談
を
希
望
す

る
人
は
、
電
話
に
よ
る
事
前
予
約
が

必
要
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

▲「説明会へ参加」
QRコード

▲「動画を視聴」
QRコード
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イベントなどへの参加の際は手洗いやマスク着用などにご協力ください

国
民
健
康
保
険

国

民

年

金

問
合
先　

国
保
年
金
課

（別表）令和4年度 国民健康保険料率

区 分 算 定 基 礎 医 療 分 後期高齢者
支援金分 介 護 分

所得割
令和3年中の基
準総所得金額に
対して

8.71％ 2.66％ 2.48％

均等割 被保険者
1人あたり 31,854円 9,426円 18,306円

平等割 1世帯あたり 32,105円 9,500円 ー

賦課限度額 63万円 19万円 17万円

令
和
４
年
度 

国
民
健
康
保
険

保
険
料
率
が
決
ま
り
ま
し
た

　

平
成
30
年
度
か
ら
の
国
保
広
域
化

（
大
阪
府
で
ひ
と
つ
の
国
保
）
も
５
年

目
を
迎
え
ま
す
。
保
険
料
に
つ
い
て

は
府
内
で
同
じ
世
帯
構
成
・
所
得
水

準
で
あ
れ
ば
同
じ
保
険
料
と
な
る
よ

う
、
府
が
統
一
し
た
市
町
村
標
準
保

険
料
率
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
令
和
４
年
度
国
民
健
康
保

険
料
の
料
率
は
、
別
表
の
と
お
り
で

す
。

【
介
護
分
保
険
料
】

　

40
歳
以
上
65
歳
未
満
の
人
は
介
護

保
険
第
２
号
被
保
険
者
と
な
り
、
介

護
分
保
険
料
が
あ
わ
せ
て
賦
課
さ
れ

ま
す
。

※
６
月
以
降
に
40
歳
に
到
達
す
る
人

は
、
40
歳
到
達
月
の
翌
月
に
介
護
分

保
険
料
が
加
算
さ
れ
、
納
付
す
る
保

険
料
が
変
更
と
な
り
ま
す
。

　

来
年
３
月
ま
で
に
65
歳
に
到
達
す

る
場
合
は
、
到
達
月
の
前
月
ま
で
の

介
護
分
保
険
料
を
10
回
の
納
期
に
分

割
し
納
付
通
知
書
に
含
め
て
い
ま
す
。

■
未
就
学
児
に
係
る
国
民
健
康
保
険

料
の
均
等
割
額
の
軽
減

　

令
和
４
年
度
か
ら
、
未
就
学
児
（
世

帯
に
６
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初

の
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
あ
る
被
保
険

者
）
の
均
等
割
額
の
２
分
の
１
が
軽
減

さ
れ
ま
す
。
ま
た
「
低
所
得
者
世
帯
の

国
民
健
康
保
険
料
の
軽
減
」
が
適
用
さ

れ
て
い
る
場
合
は
、
軽
減
後
（
７
割
・

５
割
・
２
割
軽
減
）
の
均
等
割
額
の
２

分
の
１
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

■
府
内
統
一
保
険
料
率
の
適
用
に
伴
う

低
所
得
者
世
帯
に
対
す
る
経
過
措
置

　

国
保
広
域
化
前(

平
成
29
年
度)

の

保
険
料
率
と
比
較
す
る
と
、
標
準
保

険
料
率
は
所
得
割
の
合
計
率
が
減
少

と
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
均
等
割
・

平
等
割
額
が
増
額
と
な
っ
て
お
り
、

法
定
軽
減
の
適
用
後
も
全
体
的
に
保

険
料
負
担
が
増
加
す
る
低
所
得
者
世

帯
に
対
し
て
、
急
激
な
保
険
料
負
担

の
増
加
を
抑
制
す
る
た
め
、
令
和
５

年
度
ま
で
の
激
変
緩
和
期
間
内
に
本

市
独
自
の
経
過
措
置
減
免
を
段
階
的

に
実
施
し
ま
す
。

※
詳
し
く
は
当
初
納
付
通
知
書
に
同

封
の
「
泉
佐
野
市
国
民
健
康
保
険
料

に
つ
い
て
」
の
チ
ラ
シ
を
ご
参
照
く

だ
さ
い
。

■
納
付
通
知
書
を
６
月
中
旬
に
送
付

【
特
別
徴
収
（
年
金
天
引
き
）】

　

次
の
条
件
を
す
べ
て
満
た
す
場
合

は
、
原
則
と
し
て
世
帯
主
の
年
金
か

ら
保
険
料
を
天
引
き
し
ま
す
。

対
象
条
件

●
世
帯
主
が
国
民
健
康
保
険
加
入
者

で
今
年
度
中
に
75
歳
に
到
達
し
な
い

●
国
民
健
康
保
険
加
入
者
が
全
員
65

歳
以
上
75
歳
未
満
の
世
帯
で
あ
る

●
世
帯
主
（
納
付
義
務
者
）
の
特
別

徴
収
対
象
年
金
が
年
額
18
万
円
以
上

で
、
国
民
健
康
保
険
料
と
介
護
保
険

料
の
合
算
額
が
特
別
徴
収
対
象
年
金

額
の
２
分
の
１
を
超
え
な
い

※
複
数
の
年
金
を
受
給
し
て
い
る
場

合
は
、
年
金
の
合
計
が
年
額
18
万
円

以
上
で
も
特
別
徴
収
に
な
ら
な
い
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
特
別
徴
収

対
象
で
も
介
護
保
険
料
の
決
定
に
よ

り
、
特
別
徴
収
か
ら
普
通
徴
収
に
変

国民年金の任意加入
　日本に住む20歳以上60歳未満の人（60歳未満の老齢・退職年金の受給権者
除く）は、国民年金に加入し保険料を40年間納めることで満額の老齢基礎年金
を65歳から受給できます。
　しかし、国民年金に加入しなかった期間・保険料を納め忘れた期間・免除され
た期間があるために、満額の老齢基礎年金（令和4年度 777,800円）を受けるこ
とができない人や、年金を受けるための必要な期間（＊）を満たしていない人で、
次のいずれかに該当する場合は申請日から任意加入することができます。
①日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人
※老齢基礎年金の「繰上げ支給」を受けている人は除く
②60歳未満の老齢（退職）年金受給者
③海外に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人
④日本国内に住んでいる65歳以上70歳未満の人
⑤海外に住んでいる65歳以上70歳未満の日本人
※④⑤については昭和40年4月1日以前に生まれ、老齢（退職）年金を受けるた
めに必要な期間を満たしていない人に限る
必要なもの　マイナンバーカード（通知カード）または年金手帳（基礎年金番
号通知書）、預貯金通帳と届出印（任意加入時の保険料の納付方法は原則口座振
替）
※戸籍謄本などが必要な場合もあります。詳しくは問い合わせてください。

（＊）必要な期間…保険料を納めた期間と免除（一部免除は納付期間）された期間を
合計して原則10年以上

更
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

【
普
通
徴
収
】

　

納
付
書
や
口
座
振
替
で
納
付
し
ま

す
。
納
期
は
６
月
〜
翌
年
３
月
の
各

月
（
全
10
回
）
で
す
。
全
納
と
各
期

別
の
納
付
書
（
単
票
式
）
を
納
付
通

知
書
に
同
封
し
て
い
ま
す
。
納
付
前

に
全
納
分
か
各
期
分
か
を
確
認
し
、

必
ず
納
期
限
内
に
納
め
て
く
だ
さ
い
。

　

口
座
振
替
で
納
付
し
て
い
る
場
合

は
、
指
定
口
座
の
残
高
確
認
を
お
願

い
し
ま
す
。
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国
民
健
康
保
険
料
の
納
付

■
納
付
は
必
ず
納
期
限
内
に

　

保
険
料
の
納
付
が
納
期
限
を
過
ぎ

る
と
、
督
促
手
数
料
や
延
滞
金
を
あ

わ
せ
て
納
め
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な

り
ま
す
。

　

ま
た
、
未
納
の
状
態
が
続
く
と
、

納
期
限
ま
で
に
納
め
た
人
と
の
公
平

を
保
つ
た
め
、
や
む
を
得
ず
、
滞
納

し
て
い
る
人
の
財
産
（
不
動
産
・
預

貯
金
・
給
料
な
ど
）
を
調
査
し
、
差

し
押
え
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
保
険

料
は
納
期
限
内
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

■
便
利
な
口
座
振
替
の
ご
利
用
を

　

保
険
料
を
年
金
か
ら
差
し
引
い
て

納
付
し
て
い
る
人
以
外
は
、
原
則
、

口
座
振
替
で
の
納
付
を
お
願
い
し
て

い
ま
す
。
口
座
振
替
に
よ
る
保
険
料

の
納
付
は
、
残
高
確
認
を
し
て
お
け

ば
納
付
時
に
金
融
機
関
な
ど
に
行
く

必
要
が
な
く
、
納
め
忘
れ
も
あ
り
ま

せ
ん
。

　

ま
た
、
保
険
料
の
還
付
が
発
生
し

た
場
合
に
は
、
口
座
へ
の
振
込
で
還

イベントなどへの参加の際は手洗いやマスク着用などにご協力ください

付
し
ま
す
の
で
、
還
付
の
た
び
に
申

請
や
来
庁
の
必
要
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

国
保
年
金
課
窓
口
で
は
、
専
用
端

末
機
に
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
通
し

暗
証
番
号
を
入
力
す
る
こ
と
で
、
口

座
振
替
の
手
続
き
が
で
き
ま
す
。（
大

阪
泉
州
農
業
協
同
組
合
、
近
畿
労
働

金
庫
は
除
く
）

※
一
部
取
り
扱
い
で
き
な
い
カ
ー
ド

も
あ
り
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
問
い

合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

■
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
・
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ
で
納
付
で
き
ま
す

　

バ
ー
コ
ー
ド
付
の
納
付
書
で
あ
れ

ば
、
納
付
書
裏
面
に
記
載
し
た
コ
ン

ビ
ニ
お
よ
び
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ

リ
で
、
曜
日
や
時
間
を
気
に
せ
ず
に

納
付
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

【
取
り
扱
いス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ
】

●
Ｐ
ａ
ｙ 

Ｂ
（
ペ
イ
ビ
ー
）

●
Ｐ
ａ
ｙ 

Ｐ
ａ
ｙ
（
ペ
イ
ペ
イ
）

●
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ 

Ｐ
ａ
ｙ
（
ラ
イ
ン
ペ
イ
）

●
Ｆ
ａ
ｍ
ｉ 

Ｐ
ａ
ｙ
（
フ
ァ
ミ
ペ
イ
）

●
ａ
ｕ 

Ｐ
Ａ
Ｙ
（
エ
ー
ユ
ー
ペ
イ
）

※
請
求
書
払
い
・
請
求
書
支
払
い

【
次
の
よ
う
な
納
付
書
は

利
用
で
き
ま
せ
ん
】

●
バ
ー
コ
ー
ド
が
無
い

●
本
状
使
用
期
限
が
過
ぎ
て
い
る

●
金
額
が
訂
正
さ
れ
て
い
る

●
傷
み
や
汚
れ
な
ど
で
バ
ー
コ
ー
ド

が
読
み
取
れ
な
い

●
1
枚
の
金
額
が
30
万
円
を
超
え
て

い
る

※
こ
れ
ら
の
納
付
書
で
納
め
る
場
合

は
、
金
融
機
関
・
郵
便
局
・
市
役
所

の
窓
口
を
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。
ま

た
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ
で
納

付
さ
れ
た
場
合
は
領
収
証
書
は
発
行

さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、
領
収
証
書
が
必

要
な
場
合
は
金
融
機
関
や
コ
ン
ビ
ニ

エ
ン
ス
ス
ト
ア
な
ど
で
納
め
て
く
だ

さ
い
。
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ
の

種
類
に
よ
っ
て
支
払
い
上
限
額
が
異

な
り
ま
す
。
利
用
方
法
、
利
用
可
能

銀
行
な
ど
、
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
（https://w

w
w
.city.izum

i
sano.lg.jp/kakuka/som

u/zei
m
u/m

enu/sizei_syuuzei/sm
a

rtphone.htm
l

）を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
左
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら
も
ア
ク
セ

ス
で
き
ま
す
。

■
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に

関
す
る
減
免
制
度

　

令
和
３
年
度
に
引
き
続
き
、
感
染

症
の
影
響
に
よ
り
世
帯
主
の
収
入
が

一
定
程
度
減
少
し
た
世
帯
や
、
感
染

症
に
よ
り
世
帯
主
が
死
亡
ま
た
は
重

篤
な
傷
病
を
負
っ
た
世
帯
に
つ
い
て

は
、
申
請
に
よ
り
保
険
料
の
減
免
を

受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
減

免
基
準
や
申
請
方
法
の
詳
細
は
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま

す
。
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ

さ
い
。

▲市ホームページ
QRコード

■
納
付
相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す

　

特
別
な
事
情
で
納
期
限
内
に
保
険

料
の
納
付
が
難
し
い
と
き
は
、
早
め

に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。
次
の
事
由

に
該
当
す
る
場
合
は
、
申
請
に
よ
り

保
険
料
の
減
免
を
受
け
ら
れ
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

【
減
免
事
由
（
府
内
統
一
基
準
）】

●
災
害
に
よ
り
居
住
す
る
住
宅
に
つ

い
て
著
し
い
損
害
を
う
け
た
と
き

●
事
業
の
休
廃
止
、
失
業
な
ど
に
よ

り
、
所
得
が
著
し
く
減
少
し
た
と
き

※
減
少
後
の
所
得
に
基
づ
き
算
出
さ

れ
る
保
険
料
額
が
、
賦
課
限
度
額
を

超
え
て
い
る
場
合
を
除
く

●
被
保
険
者
が
刑
事
施
設
、
労
役
場

な
ど
の
施
設
に
拘
禁
さ
れ
た
と
き

●
被
保
険
者
の
資
格
取
得
日
に
お
い

て
65
歳
以
上
の
人
で
、
資
格
取
得
前

日
に
各
被
用
者
保
険
な
ど
の
被
保
険

者
（
当
該
資
格
を
取
得
し
た
日
に
お

い
て
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関

す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者

と
な
っ
た
人
に
限
る
）
の
被
扶
養
者

で
あ
っ
た
人
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